
法人番号の検索・閲覧について
法人番号は、国税庁法人番号公表サイトで公表しています。 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について

国税庁 マイナンバー 
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/
index.htm

法人番号公表サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp

｢不動産の譲渡に関する契約書｣及び｢建設工事の請負に関する契約書｣の

印紙税の軽減措置が延長されています。

法人番号7 0 0 0 0 1 2 0 5 0 0 0 2

　印紙税納税申告書（書式表示用）等について、税務署へ提出する際は、毎回、マイ
ナンバー（個人番号）・法人番号の記載が必要です。
  また、マイナンバーを記載した申告書等を税務署へ提出する際は、毎回、本人確認
書類の提示又は写しの添付が必要です※。
　※ e-Tax で送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。
　国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホー
ムページ「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞」をご覧ください。 

令和２年６月

　「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一
定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が、令和４年３月 31 日まで延長さ
れています（第１号の１文書及び第２号文書関係）。

　印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書（領収書）など
に課税される税金で、末尾の「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書が課
税の対象となります。
　課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、「印紙税額一覧表」に記載のとお
り、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額な
どによって異なるものもあります。
　そこで、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくため
に、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成しました。
　印紙税について、お分かりにならないことや、更に詳しくお知りになりたいことが
ありましたら、最寄りの税務署（電話相談センター）にお尋ねください。
　なお、課税文書に当たるかどうかのお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を
予約いただいた上で、その文書をご持参ください。

※　この手引は、令和２年６月１日現在適用されている法令に基づいています。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/


（参考）「印紙税過誤納確認申請（充当請求）書」記載例



倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券（第９号文書）



①　課税物件表の非課税物件の欄に掲げる文書

　自然災害等により被害を受けられた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」や
「消費貸借に関する契約書」などで一定の要件に該当する文書については、印紙税を非
課税とする措置が設けられています。
　詳しくはリーフレット「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に
係る印紙税の非課税措置について（平成29年４月）」又は「自然災害等に係る印紙税の
非課税措置に関するＱ＆Ａ（平成29年４月）」をご参照ください。
　また、新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けた事業者の方に対し
て行う金銭の貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」で一定の要件に該
当する文書については、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
　詳しくは、リーフレット「消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について」又は
「新型コロナ税特法に係る印紙税の非課税措置に関するＱ＆Ａ」をご参照ください。
※　リーフレットやＱ＆Ａは国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）をご覧ください。

https://www.nta.go.jp


（基通３①）。

（基通３②）。

併せて説明します。

から







（注）課税物件表に掲げられている「契約書」のみが課税の対象となります。したがって、例えば委任に関

する契約書などは、課税物件表に掲げられていませんので印紙税は課税されません。



なお、



次のページでは、この

書とはなりません。

　具体的には、おおむね次の基準に該当するものは契約書となります。

（1）契約当事者間の基本契約書、規約、約款などに基づく申込みであることが記載されているもの

で、その申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合の申込書等

（2）契約の相手方当事者の見積書などに基づく申込みであることが記載されている申込書等

※（1）及び（2）に該当する文書でも、別に契約書を作成することが文書上明らかにされている

場合には、契約書にはなりません。

（3）契約当事者双方の署名又は押印があるもの



により、
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令和２年４月 令和２年４月

110円

「

「 」

」

110万円

１　「令和○年○月○日付土地売買契約書の売買金額1,000万円を100万円増額する」と記

載したもの

２　「令和○年○月○日付土地売買契約書の売買金額1,000万円を1,100万円に増額する」

と記載したもの

⇒　上記の１、２のいずれも記載金額100万円の第１号の１文書

https://www.boj.or.jp/

https://www.boj.or.jp/


平成30年４月１日

31年４月１日 令和２年３月31日

平成31年３月31日

「

」

　土地売買契約変更契約書に、「令和○年○月○日付土地売買契約書の売買金額を100

万円減額する」と記載したもの又は「令和○年○月○日付土地売買契約書の売買金額

1,000万円を900万円に変更する」と記載したもの　⇒　記載金額のない第１号の１文書

　土地売買契約変更契約書に、「令和○年○月○日付土地売買契約書の売買金額を900

万円に変更する」と記載したもの　⇒　記載金額900万円の第１号の１文書

「

「

「

記載

」

」

」



1,100万円

1,100万円

1,100万円

100万円

100万円

100万円 1,100万円

「 」

もの

　この取扱いは、約束手形又は為替手形（第３号文書）、債権譲渡又は債務引受けに関する

契約書（第15号文書）には適用されません。

　非課税文書である「記載された受取金額が５万円未満」であるかどうかの判断は、売上代

金に係る金額とその他の金額との合計額により行います。

「 」



　契約書等に、契約金額等は「無償」又は「０円」と記載されている場合の契約書等は記載金

額のないものに該当します（基通35）。

十二

手形、株券、出資証券、社債券、預貯

金証書、倉荷証券、船荷証券、保険証

券、配当金領収証、受取書、請書、差

入書

令和

「 」

令和





　この一括納付の特例の承認を受けるためには、承認を受けるための申請書を承認を受けよう

とする最初の課税期間（４月１日から翌年３月31日までの期間）の開始の日の属する年の３月

15日までに税務署長に提出する必要があります。これにより承認を受けた者は、毎年４月１日

現在における預貯金通帳等に係る口座の数を基礎として計算した課税標準数量及び納付すべき

税額などを記載した印紙税納税申告書（一括納付用）を、その年の４月末までに、承認を受け

た税務署長に提出するとともに、その期限までに納税申告書に記載した納付すべき印紙税を納

付しなければなりません（表示の方法は、書式表示の場合と同じです。）（法12、令11、12、規則４、

規則別表第五）。

　一括納付の特例の適用を受けるためには、これまで、その年の４月１日から翌年３月31日ま
での期間内に作成する預貯金通帳等について、毎年、２月16日から３月15日までの期間中に承
認申請書を提出し、承認を受ける必要がありました。
　平成30年度税制改正により、承認を受けようとする課税期間の開始前に承認を受ければ、そ
の承認の日以後の各課税期間内に作成する預貯金通帳等について、一括納付の特例が適用され
ることになりました。
　この改正は、平成30年４月１日以後に作成する預貯金通帳等に係る承認について適用されま
す。
　なお、平成30年４月１日から平成31年３月31日までの期間に作成する預貯金通帳等について、
改正前の手続により一括納付の特例の承認を受けている場合は、その承認の日以後の各課税期
間内に作成する預貯金通帳等について承認を受けたものとみなされます。

（注） 承認内容に変更があった場合には、改めて承認を受ける必要があります。

h ttp s ://w w w .e-ta x .n ta .g o . jp

税標準数量及び納付すべき税額などを記載した印紙税納税申告書（書式表示用）を、その翌

月末日までに承認を受けた税務署長に提出するとともに、その期限までに納税申告書に記載

した納付すべき印紙税を納付しなければなりません（法11、令10、規則４、規則別表第五）。

https://www.e-tax.nta.go.jp


の目的に従って行使することをいいます（12ページ：Ⅱの１⑵参照）が、 次の場合には、 課税文

書の作成があったものとみなされます。



類、納付税額、過誤納税額などの所要事項を記載した「印紙税過誤納確認申請（充当請求）書」(３

枚複写、記載例は次ページ参照）と過誤納となっている文書を、過誤納となっている文書を作成

した日から５年以内にその印紙税の納税地の所轄税務署長に提出（※）し、印紙税の過誤納の事

実の確認手続を経て、還付（充当）を受けることになります（法14、令14、基通115〜119)。

※　提出の際は、できるだけ郵送での提出をお願いします。

されることとなります（法20①）。また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場

合には、消されていない印紙の額面金額と同額の過怠税が徴収されることとなっています（法20

③）。

付けたもので、客観的に見て課税文書ではないことが明らかな場合には、この税務署長の確
認を受けることなく、郵便局で交換することができます。詳しくは、最寄りの郵便局にお尋
ねください。

が

（法20②）。

ください（法人税法55③一、所得税法45①三）。





日中に連絡のとれる電話番号を記載します。

　なお、３枚とも署名押印してください。

（平成31年の場合は31年、令和元年の場合は１年と

記載します。）月日を記載します。

　左記⑨「区分」欄に「２」と記載した場合にのみ、

その税印押なつ又は印紙税納付計器使用請求する

ために納付した印紙税額を記載します。

（できるだけ郵送での提出をお願いします）


